
 

 

 

 

~保育時間編～ 

 

Q. 私立保育園は延長保育が直接申込みと書いてありますが、４月から延長保育に事前に申し込みが 

できますか？ 

Ａ．内定が決まった時点で申込み用紙をお渡しいたします。期日までに必要書類を提出の上、在園児 

の希望者を含め延長保育利用の決定をいたします。３月中旬頃までに内定結果をお知らせ致しま

す。詳しくはホームページ「延長保育について」をご覧ください。 

 

Q. 延長保育のスポット利用は出来ますか？ 

Ａ．当園ではスポット的に延長保育を利用したい方のための保育延長サービスがございます。 

   ただし、利用年齢、定員等がございますので詳しくは、ホームページ「保育延長サービスについ

て」をご覧ください。また、その日の定員に空きがある場合は夕方１６時まで当日申込みも可能

です。 

  

Q. 慣れ保育はどれくらいの期間ですか？ 

Ａ．お子さんが心身の発達において無理のないように一人ひとりに合わせて慣れ保育を実施していま 

す。保育初日は短時間から始め、一日の様子を見ながら保育時間を翌日の保育時間を決めて行き 

ます。 

 

慣れ保育期間のおおよその目安 

０歳児 ７～１０日  １～２歳児 ５～１０日  ３～５歳児 ３～５日 

※あくまで、目安です。お子さんの様子、主に食事、睡眠の様子等で進めて行きますので、 

目安より長くなることもあります。 

 

~登降園編～ 

 

Q. 自動車や自転車での登降園は出来ますか？ 

Ａ．園では駐車場がありませんので登降園の際は徒歩または、自転車等を利用してください。 

尚、自転車駐輪場は登降園の際のみご利用ください。また、車での送迎は園舎前の道路幅は狭 

く、また見通しも悪く危険ですのでご遠慮ください。 

 

Q. ベビーカーはお迎えまで、園に置いておくことはできますか？ 

 Ａ．ベビーカーはお子さんをお預かりの間、園に置いておくことができますが、場所に限りがありま 

すので、なるべく B型タイプ等のコンパクトに畳めるものをご使用ください。 

 

Q. 子どもの送迎は高校生の兄弟でも可能ですか？ 

Ａ．お子さんの送迎は安全面を考慮し成人の方に限ります。 

 



Q. 急なお迎えの変更の時はどうすればよいですか？ 

 Ａ．お迎えの変更は電話で必ず保護者の方がお知らせ下さい。お迎えの方の変更の場合には保護者の 

方からの申し出がない限り登降園表に記入された方、保護者の方以外には安全上、保護者の方の 

確認が取れるまでお子様をお渡しいたしません。 

また、お迎えの時間が急遽、電車等の遅延で延長保育時間帯になってしまう場合は保育延長サー 

ビスをご利用の方と同一の保育料金を頂きます。 

 

～ 保育内容編～ 

 

Q. 行事の中に保護者が参加するものはありますか？  

Ａ．例年、入園・進級を祝う会、家族運動会、作品展、保育発表会、親子遠足、保育証書授与式、保

護者懇談会、面談 保育参加、参観 他などがあります。（クラスにより参加行事が異なります） 

また、家族運動会、作品展、保育発表会、保育証書授与式は土曜日に開催予定ですが、その他の 

行事に関しては平日の昼間の開催予定となります。4月に年間行事予定を配布しています。 

 

Q．年長児クラスはお昼寝をしていますか？ 

Ａ．年長児クラスになると午睡（お昼寝）とせず休息時間となります。個々に応じて寝る子は睡眠を 

とりますが眠たくない子は休息を取ります。秋以降から休息時間も短くしていき２月頃から就学 

に向けて完全に休息時間が無くなります。 

 

Q. 年長児クラスは就学に向けて何か取り組んでいますか？ 

Ａ．現在年長児クラスでは、近隣の小学校の行事への参加、見学、学童保育の見学等を行うなどして

います。また、保育の中でも一人ひとりの机を使用し、学校と同じように一人ひとりが保育士、

講師に向かって座れるようにし、活動に取り組みやすいようにしています。また、ひとり一人の

お道具入れケースがあり、筆入れ、クレヨン、のり他、個人で使う物を入れ徐々に自己管理が出

来るようにしています。 

秋の保護者懇談会では、近隣の小学校の先生を招いて小学校に向けてのお話しをしていただいて 

います。就学に向けて不安や心配事をなるべく無くし、スムーズに小学校生活を送れるように取 

り組んでいます。 

 

Q．外部の課外活動等はありますか？ 

 A．現在年少クラス～年長クラスでは年３６回体育あそびと月１回の幼児教育「ちゃいるどすて   

っぷ」を行っております。また、年長児のみ年間１０回程度絵画教室も行っております。 

 

※行事、保育活動の内容に関してはその時の感染症等の状況により中止または変更になることがあります。 

 

Q. 睡眠チェック等はきちんと行われていますか？ 

Ａ．お昼寝中も必ず保育士がお子さんの様子を常にみていますが、個々の様子さらに詳しく０歳児ク 

ラスでは 5分毎、1，2歳児クラスは 10分毎に呼吸、体位等をチェックし、3歳児以上でも 

うつ伏せ寝はしないようになど、配慮し、事故のないようにしています。 

 

Q. 紙おむつの処理はしてもらえますか？ 

Ａ．使用後の紙おむつは園で処分いたします。 



～持ち物編～ 

 

Q. 家庭で用意する持ち物はどんなものがありますか？ 

Ａ．家庭でご用意いただく持ち物について、各年齢（クラス）ごとに違いますので、下記の表を 

  ご参考下さい。 

 

用意するもの ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４・５歳児 

通園用手提げ袋 〇 〇 〇   

通園用リュック    〇 〇 

ビニール袋 〇 〇 〇 〇 〇 

紙おむつ 

おしりふき 
〇 〇 〇 〇(必要な児)  

着替え 〇 〇 〇 〇 〇 

紐付き 

手拭きタオル 
〇 〇 

〇 

(ハンドタオル) 
  

おしぼりタオル 〇 〇 〇 〇 〇 

おしぼり入れ袋 

又はケース 
〇 〇 〇 〇 〇 

食事用エプロン 〇 〇 〇   

コップ  〇 〇 〇 〇 

布団カバー 

（掛け・敷き） 
〇 〇 〇 〇 〇 

パジャマ 〇 〇 〇 〇 〇 

パジャマ袋 〇 〇 〇 〇 〇 

カラー帽子 〇 〇 〇 〇 〇 

園服    〇 〇 

足カバー 

（ルームシューズ） 
〇 〇    

上履き   〇 〇 〇 

その他 
季節により、タオルケット、ベスト、バスタオル、汗拭きタオル等用意していただくも

のもあります。 

(2021 年現在) 

※環境の状況、保育活動によってご家庭その都度、ご用意して頂く場合もあります。 

 ４・５歳児クラスは鉛筆・クレヨン等個人で使用するものに関しては各ご家庭よりお持ち頂く場合も 

あります。 



～食事編～ 

 

Q. 食物アレルギーがありますが園ではどのような対応になりますか？ 

Ａ．食物性アレルギー対応について 

当園では様々な食物アレルギーの対応が困難な為、現在、卵（鶏卵）のみ、除去食対応をしてお 

ります。その他の複数の食物アレルギーをお持ちの場合や多岐に渡るに対応が必要な場合は園が 

提供するすべての食事に対しご家庭からのお弁当持参等の対応となります。 

 

★ 食物性アレルギーの除去食について 

     医師から除去するように診断が出ている食物アレルギーのお子さんについては、厚生労働省

の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に沿って、「保育所におけるアレルギー疾

患生活管理指導表」を提出していただき、その原因となっている食品は除去するようにして

います。また、除去をしている方には別途献立表を作成し配布しています。なお、保護者の

判断だけでは除去食は提供しておりません。 

    

 

Q. 離乳食をまだ始めていませんが、園ではどのように進めていますか？ 

Ａ．離乳食の進め方 

離乳食はご家庭と連携をとり、個別に面接の上開始します。 

  離乳食を進める時は保護者の方と事前に話し合い、食材等を事前にご家庭でお試しいただいて 

から保育園でも進めるようにしています。 

なお、１回食では、１日２回食となった頃から保育園で１回、ご家庭で１回からスタートして 

います。 

    

Q. 粉ミルクは何を使用していますか？ 

Ａ．当園では、森永「はぐくみ」を使用しています。アレルギー等で他のメーカーをご希望の場合は 

面接時にご相談ください。 

 

Q. 冷凍母乳は取り扱いしてますか？ 

Ａ．冷凍母乳の取り扱いもしています。面接時にご相談下さい。 

 

Q. 哺乳瓶と乳首は何を使っていますか？ 

Ａ．哺乳瓶と乳首について 

  当園では、乳首は主にピジョン製を使用しています。 

   但し、お子さんが慣れない等の場合にはご家庭で使用しているものをご持参頂く場合もあります。 

   使用した哺乳瓶と乳首は哺乳瓶専用の消毒保管庫にて衛生的に管理し、使用しています。 

 

 

～ 健康面編～ 

Q. 園で熱が出た場合など、どのくらいでお迎えが必要とされますか？ 

Ａ．原則として３７.５℃以上の発熱を目安に次のような症状が見られる場合や集団生活が困難と判断 

した場合には緊急に職場等に連絡しますのでお迎えをお願いします。 



たとえば・・・下痢、嘔吐が頻繁にある。給食が食べられない。 

         咳や鼻づまりがひどく睡眠できない。感染性の病気の疑いがある。 

ただし、機嫌がよく食欲もある、ほかに何も症状がない場合には様子をみることもあります。 

また、熱はなくても下痢が頻回だったり、咳がはげしい等体調不良で集団生活が難しいと判断し 

た場合にもご連絡します。 

当園では病児、または病後児保育を行っておりません。登園時に発熱していなくてもお子さんの 

体調が悪く（嘔吐、下痢、咳等）集団での保育が困難な場合（外遊びが出来ない等）や食事がと 

れない等特別な配慮が必要な場合も保育をお断りする場合があります。 

 

※現在新型コロナウィルス感染拡大予防対策として「練馬区保育施設における新型コロナウイルス感染

症対策ガイドライン」に則り、37.5度以上の発熱、咳や鼻水などの風邪症状があり、感染症が疑われ

る場合にはお子さんのお迎えをお願いしております。 

 また、発熱後医師の登園の許可がない場合には解熱後 24 時間の自宅安静や同居のご家族に陽性者ま

たは疑いがある場合にも登園自粛などをお願いしております。 

 

Q. 園で怪我をしたときはどのような対応していますか？ 

Ａ．保育中のけがについて 

    その時のけがの状況に応じて適切な処置をし、必要に応じて保護者に電話連絡もしくは連絡 

    ノートや口頭でその時の状況や処置の方法などをお知らせします。 

また、充分に注意しておりますが、医療機関での応急処置が必要な場合には保護者に連絡した 

上で病院にお連れします。 

 

 Q. 自宅で大きな怪我をした場合には保育園で預かってもらえますか？ 

Ａ．家庭でけがをした場合の登園について 

   家庭でけがをした場合にも怪我の箇所、状況などお知らせください。 

    けがの状態によって個別の配慮が必要で集団での活動が難しい場合などは保育をお断りする 

場合もあります。 

 

Q. 風邪薬等は飲ませてもらえますか？ 

Ａ．薬について 

    当園では、病児保育および病後児保育は実施しておりませんので保育中の与薬は行っていませ 

ん。 

なお、塗り薬など保育に支障のない薬の場合や緊急に備えての投薬等は、医師の指示があり、 

保育中に必要と判断された薬のみお預かりしています。 

 

Q. 感染症に罹った場合にはどのくらいの期間で登園できますか？ 

Ａ．感染症について 

当園では集団生活を行う上でできるだけ感染を防ぐためにお子さんが感染症に罹患したとき 

もしくは感染の可能性があるときには医師の診断をお願いしています。 

また、学校保健安全法および保育所における感染症対策ガイドライン（厚生労働省）に基づき、 

練馬区医師会保育園医会と練馬区保育課で協議を行い指定した疾患に罹患したときには治癒 

するまでは登園停止となり登園を再開するときは指定の「登園許可証（医師記入）」や「感染症 

届出書」の提出が必要になります。 

 



 

登園許可証は  規定などにより登園停止期間が定められており、指定された１２疾患に感染した際は、 

医師に記入してもらってから登園します。 

 

 

 

 

 

   

感染症届出書は  登園許可証の必要な１２疾患以外の感染症に罹患した際に、疾患の種類や発生状況などを 

加味して医師が登園の可否を判断する必要がある疾患です。 

このことから、保護者が医師に疾患名と集団生活に望ましい状態であることを確認し、届出書に保護者 

が記入し、登園します。当園では、過去の感染症の発生流行状況や今後の流行発生状況から左記疾患名 

以外でも園長が必要と認めた疾患が発生したときは、提出をお願いすることもあります。 

（例：水イボ・ＲＳウイルス・ヘルペス性口内炎・水いぼ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～安全対策編～ 

 

Q. 園では災害時等の対策を教えてもらえますか？ 

Ａ．当園では下記のような対策を行っております。 

★災害時等の訓練 

    保育園では火災、地震、水害、不審者等あらゆる災害等を想定して園児、職員と毎月訓練を 

行っています。また年一度、大災害等を想定して保護者引き取り訓練も行っています。 

★「緊急連絡メール」の導入について 

集団保育における緊急連絡や感染症の発生状況等のおしらせを保護者の方にご連絡するため 

に民間企業の情報発信システムを活用しています。 

★防犯対策について 

   ・非常時に警察に直接つながるようになっている「学校１１０番」ボタンを設置や警備会社と 

の契約をしています。 

・入口にオートロック式の門を設置（解錠ボタンを押さないと開きません）しています。 

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置について 

当園には、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置しています。万が一の時は小児～成人の方 

まで幅広くご利用いただけます。また、職員が東京消防庁の上級救命講習（AEDの操作も 

含む）を受講し認定を受けています。 

  

診 断 名 

手足口病 ヘルパンギーナ 伝染性紅斑 伝染性膿痂疹 突発性発疹症  

溶連菌感染症 マイコプラズマ肺炎 感染性胃腸炎 帯状疱疹  

その他（水イボ・ＲＳウイルス・ヘルペス性口内炎等） 

その他（園長が必要と認めた流行性疾患） 

診 断 名 

インフルエンザ 麻疹 風疹 水痘 結核 流行性耳下腺炎 百日咳 咽頭結膜熱 

 流行性角結膜炎 腸管出血性大腸菌感染症 急性出血性結膜炎 髄膜炎菌性髄膜炎 



～その他～ 

 

Q. 毎年申込みの状況はどれくらいになりますか？ 

Ａ．練馬区のホームページに例年、4月入園の保育園等一次利用申込状況(倍率表)がでていますので、 

参考になさって下さい。  ※『練馬区 保育園 倍率表』で検索 

 

Q. 保育園での様子の写真販売はありますか？ 

Ａ．現在保育の様子や行事の写真は業者に委託し販売を行っております。 

 

Q. 園服とありますが、制服のような物ですか？ 

Ａ．当園の園服は洋服の上に着るスモッグのようなタイプです。登降園、園外保育の際に着用してい

ます。 

また、週に１回程度３～５歳児をクラス対象に体育指導を行っています。動きやすく伸び縮みの 

する服装であれば構いませんが、体操着を着用するお子さんが多いです。 

カラー帽子も０～５歳児クラスでクラスカラーの帽子を着用しています。園服、体操着、カラー 

帽子につきましては業者販売のご案内もしています。 

 

 

 

 
その他のご質問等はお電話にてお伺いいたします。 

  休園日を除く月曜日～金曜日     受付時間 ９：３０～１７：００ 

連絡先 ０３－３９２２－０８７５ 

（上記時間外は対応できる職員が不在の為ご遠慮下さい。） 

 

 


